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1

①食料品
の物価高
騰に対する
特別加算

食料品・灯
油購入費等
助成金事業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている低所得世帯及び高齢者がいる世帯
の支援として、食料品・灯油等の価格高騰に対して助成し、経済的負担の軽減を図る。
②食料品・灯油購入等に対する助成金
③住民税非課税世帯・高齢者がいる世帯1世帯当たり@10,000円×6,700世帯=67,000,000円、報償
費（有償ボランティア）188,000円、消耗品費300,000円、封筒印刷費272,000円、申請書等郵便料
1,102,000円、口座振込手数料1,194,000円、システム構築委託料312,000円、コールセンター業務委
託料2,336,000円　合計72,704,000円
※C欄その他は県補助分（1/2）　9,058千円
④令和8年1月１日において住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税（均等割）が非課税であ
る世帯2,700世帯（※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯も対象）及び令
和8年1月１日において住民登録があり、昭和36年3月31日以前に生まれた高齢者がいる世帯4,000
世帯

R8.1 R8.4以降
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⑧地域公
共交通・物
流や地域
観光業等に
対する支援

物流事業者
エネルギー
価格緊急支
援事業

①エネルギー価格高騰等により厳しい経営状態が続く市内物流事業者に対し、掛かり増し燃料費、電気代の一部を支援することで輸送力による地域
活動の確保と事業の継続を図ることを目的とする。
②高騰分の燃料油価格及び電気代
③【トラック事業者支援】
■国の緩和措置の引き下げ率
21.6円/L(R6.3)　→　15.7円/L(R6.12)　…　約73％
■支援事業補助単価（燃料）
・普通貨物自動車：20,000円（令和6年度単価）　×　73％　≒　15,000円（令和７年度単価）
　※令和７年度対象台数　15,000円　×　75台　＝　1,125,000円
・貨物軽自動車　： 5,000円（令和6年）　×　73％　≒　 4,000円
　※令和７年度対象台数  　4,000円　×　10台　=　40,000円
【倉庫業者支援】
■国の緩和措置の引き下げ率（高圧）
1.8円/kWh(R6.3)　→　1.1円/kWh(R7.1～3)　…　約61％
■支援事業補助単価
・常温倉庫：100円（令和6年度単価）　×　61％　≒　 60円（令和７年度単価）
　※令和７年度対象倉庫　60円　×　11,500㎡　＝　690,000円
④【トラック事業者支援】
（１）貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第２条第１項に規定する貨物自動車運送事業者。
（２）にかほ市内に本社を置く法人又は住所地を有する個人事業主。
（３）秋田県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業補助金交付要綱第８条に基づく補助金等交付決定通知を受けた事業者。
【倉庫業者支援】
（１）市内において倉庫業法（昭和３１年法律第１２１号）第５条に定める登録簿に登録されている倉庫を所有している市内事業者。
（２）秋田県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業補助金交付要綱第８条に基づく補助金等交付決定通知を受けた事業者。

R7.4 R7.9
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③消費下
支え等を通
じた生活者
支援

プレミアム付
き商品券事
業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け続けている市民の消費を下支えするととも
に、市内事業者（店舗）での購買を促進し市内経済の活性化を図るため、プレミアム付き商品券事
業を行う。
②【デジタル商品券事業（委託料）】
■プレミアム分原資、事務費、販促費、印刷製本費
【共通商品券事業（商工会へ補助金）】
■プレミアム分原資、印刷費、換金取次費、事務費
③【デジタル商品券事業】
■プレミアム分原資13,200,000円、事務費4,180,000円、販促費1,640,000円、対象消費税582,000円、
印刷製本費398,000円
【共通商品券事業（商工会へ補助金）】
■プレミアム分原資4,500,000円、印刷費250,000円、換金取次費140,000円、事務費110,000円
④【デジタル商品券事業】
■にかほ市民
【共通商品券事業（商工会へ補助金）】
■にかほ市商工会

R7.7 R8.2

4

②エネル
ギー・食料
品価格等
の物価高
騰に伴う子
育て世帯支
援

学校給食費
物価高騰対
策事業

①物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するため小中学校児童・生徒（教職員を除く。）
の負担額（小学校275円、中学校315円）を増額せずに、学校給食費を支援する。
②学校給食に係る食材の購入（児童・生徒の負担額を除く。）
③賄材料費：小学校@25円×785人（児童）×198日=3,885,750円、中学校@25円×491人（生徒）×
195日=2,393,625円、計6,279,375円
④市内小中学校7校

R7.4 R8.3
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⑥農林水
産業におけ
る物価高騰
対策支援

水産業緊急
支援事業

①燃油価格の高騰に直面する漁業者に対する支援を行うことで、経営の継続支援を図る。
②漁業用燃油
③
■底引き網漁船　8件×300,000円＝2,400千円
■定置網漁船等その他の漁船　11件×100,000円＝1,100千円
■漁業経営セーフティーネット未加入者　140件×50,000円＝7,000千円
■事務費　200千円
④漁業経営体（市内の秋田県漁業協同組合の正組合員）
※令和６年に水揚げ実績があり、令和７年も事業継続する方

R7.4 R7.12
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⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

介護保険施
設物価高騰
対策事業

①食料品価格等の物価高騰の影響を受けている事業者の支援として、介護施設等の食材料費の
価格高騰に対して助成し、負担軽減を図る。
②介護保険施設等に対する食材料費の助成
③【食材料費】入所定員647人×5,000円/人=3,235,000円、通所定員249人×1,650円/人＝410,850
円　　合計3,645,850円 ≒3,646,000円
※C欄その他は県補助分（1/2）1,823千円
④【食材料費】市内の入所・通所施設32箇所

R7.9 R7.12

7

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

障害者施設
等物価高騰
対策事業

①食料品価格等の物価高騰の影響を受けている事業者の支援として、障害者施設等の食材料費
の価格高騰に対して助成し、負担軽減を図る。
②障害者施設等に対する食材料費の助成
③【食材料費】入所@3,300×74人=244,200円、通所@1,650×156人＝257,400円　合計501,600円
※C欄その他は県補助分（1/2）250,800円
④【食材料費】市内の入所・通所施設9箇所

R7.4 R7.11
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⑨推奨事
業メニュー
例よりも更
に効果があ
ると判断す
る地方単独
事業

公共施設光
熱費高騰対
策事業

①光熱費高騰の影響を受けている学校施設・公共施設等の電気料金高騰分に充当することによ
り、安定的な管理・運営を図る。
②電気料金高騰分
③需用費：（R7平均単価－R3平均単価）×R7使用量見込のうち11,601千円を物価高騰対応重点支
援地方創生臨時交付金を充当(※№16と重複しない)
④市内小中学校。公民館、体育館等

R7.4 R8.3
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⑦中小企
業等に対す
るエネル
ギー価格高
騰対策支
援

酒造業緊急
支援事業

①原料米価格高騰の影響を受けている市内清酒製造業者の負担軽減を図る
②令和６年度の仕入れ価格の高騰分
③1182円×2368俵（高騰分単価×酒造好適米仕入れ数）×1/2=1,399,480円≒1,400千円
④県の酒造業緊急支援事業補助の交付を受けた市内酒造事業者(1社)

R7.10 R7.10
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⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

保育所等物
価高騰対策
事業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている事業者の支援として、保育所等の食
材料費の価格高騰に対して助成し、負担軽減を図る。（教職員を除く。）
②保育所等に対する食材料費の助成
③満3歳以上の児童1人当たり@8,700×290人=2,523,000円
④市内の保育所等7箇所において給食の提供を受けてる満3歳以上の児童290人。

R7.4 R7.12

11

②エネル
ギー・食料
品価格等
の物価高
騰に伴う子
育て世帯支
援

学校給食費
物価高騰対
策事業（R7
予備費分）

①コメ価格上昇等更なる物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するため小中学校児童・
生徒（教職員を除く。）の負担額（小学校275円、中学校315円）を増額せずに、学校給食費を支援す
る。
②学校給食に係る食材の購入（児童・生徒の負担額を除く。）
③賄材料費：小学校@35円×785人（児童）×44日=1,208,900円、中学校@55円×491人（生徒）×44
日=1,188,220円、計2,397,120円
④市内小中学校7校

R8.1 R8.3
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⑨推奨事
業メニュー
例よりも更
に効果があ
ると判断す
る地方単独
事業

仁賀保勤労
青少年ホー
ムLED化事
業

①電力等の価格高騰に対し、公共施設のLED照明機器を取り替えることで省エネルギーにつなげる
ことで経済的に節約でき、手数料への料金転嫁を防ぎ、かつ機能向上による生活者等の利便性向
上させる。
②工事請負費・設計委託費
③LED設計委託費 400千円
　LED工事請負費 7,500千円
　（図書館・貸館部屋（4部屋）・トレーニング室・非常用照明への設置）
　　内訳：直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費
④公共施設（仁賀保勤労青少年ホーム）

R8.1 R8.4以降
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⑨推奨事
業メニュー
例よりも更
に効果があ
ると判断す
る地方単独
事業

公共施設光
熱費高騰対
策事業（R7
予備費分）

①光熱費高騰の影響を受けている学校施設・公共施設等の電気料金高騰分に充当することによ
り、安定的な管理・運営を図る。
②電気料金高騰分
③需用費：（R7平均単価－R3平均単価）×R7使用量見込のうち79千円を物価高騰対応重点支援地
方創生臨時交付金を充当(※№11と重複しない)
④市内小中学校。公民館、体育館等

R7.4 R8.3
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⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

障害者施設
等物価高騰
対策事業
（R7補正分）

①物価高騰の影響を受けている事業者の支援として、障害者施設等の光熱水費及び食材料費に対
して助成し、負担軽減を図る。
②障害者施設等に対する光熱水費及び食材料費の助成
③【光熱水費】入所@13,400×74人=991,600円
通所@9,300×166人＝1,543,800円、通所（新規）@9,300×20人÷12ヶ月×5ヶ月＝77,500円、通所
（新規）@9,300×15人÷12ヶ月×3ヶ月＝34,875円
相談訪問系@103,000×2施設=206,000円　合計2,853,775円
【食材料費】入所@3,400×74人=251,600円
通所@1,700×156人＝265,200円　通所（新規）@1,700×20人÷6ヶ月×5ヶ月＝28,333円、通所（新
規）@1,7000×15人÷6ヶ月×3ヶ月＝12,750円　合計557,883円
【食材料費】+【光熱水費】＝3,411,658円
※C欄その他は県補助分（1/2）
④【光熱水費】市内の入所・通所施設15箇所+市内の訪問・相談系事業所2箇所
【食材料費】市内の入所・通所施設14箇所

R7.4 R8.2
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⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

放課後児童
クラブエネル
ギー価格高
騰対策事業
（R7補正分）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている事業者の支援として、放課後児童クラ
ブの光熱費の価格高騰に対して助成し、負担軽減を図ることを目的とする。
②高騰分の燃料油価格及び電気代
③市内の学童保育クラブ２箇所の利用児童１人当たり＠1,000円×33人＝33,000円
④光熱費の価格高騰の影響を受けている、市内の民営の放課後児童クラブ２クラブ（院内学童保育
クラブ、小出学童保育クラブけやきっ子）

R7.12 R8.2
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⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

介護保険施
設等物価高
騰対策事業
（R7補正分）

①物価高騰の影響を受けている事業者の支援として、介護施設等の光熱水費及び食材料費に対し
て助成し負担軽減を図る。
②介護保険施設等に対する光熱水費及び食材料費の助成
③【光熱水費】入所定員622人×13,400円/人=8,334,800円+入所定員9人×13,400円/人÷12ヵ月×
5カ月（運営月数）＝50,250円　　小計：8,385,050円
通所定員236人×9,300円/人＝2,194,800円+通所定員9人×9,300円/人÷12ヵ月×5カ月（運営月
数）＝34,875円
小計：2,229,675円
事業所15ヵ所×103,000円/事業所＝1,545,000円
小計：1,545,000円
【食材料費】入所定員622人×5,100円/人=3,172,200円+入所定員9人×5,100円/人÷6カ月×5ヵ月
（運営月数）＝38,250円
小計：3,210,450円
通所定員221人×1,700円/人＝375,700円+通所定員9人×1,700円/人÷6ヵ月×5ヵ月（運営月数）
＝12,750円
小計：388,450円 合計：15,758,625円　※C欄その他は県補助分（1/2）7,879千円
④【光熱水費】市内の入所・通所施設31箇所、市内訪問・相談事業所15箇所【食材料費】市内の入
所・通所施設30箇所

R7.4 R8.2
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①食料品
の物価高
騰に対する
特別加算

にかほ市生
活応援商品
券事業

①全市民に3,000円分の商品券を配布し、食料品価格等の物価高騰の影響を受け続けている市民
消費を下支えする。
②商品券の印刷、封入封緘、郵送、換金手数料等の諸経費など
③3,000円×22,000人＝66,000,000円とその他事務費10,999,000円
④令和8年2月28日現在に住民基本台帳に記載されている市民

R8.2 R8.4以降


